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社会保険労務士には活躍できるフィールドが　　　　たくさんあります

一人でも多くの方が、
正当な障害等級の認定を得られるようしたい
受験時代、北村講師の講座を受講して、年金法がすっかり好きになってし
まった田中先生。そこで、開業後は、年金の仕事に携わりたいと考え、社
会保険労務士の中でも数少ない「障害年金」のコンサルティングをはじめ
られました。そして、いまや「障害年金」の第一人者としてご活躍されてい
ます。

障害年金は、身体に障害を負った場合だけでなく、精神疾患にかかった
場合も受給対象となります。
ストレス社会といわれる今日、精神疾患にかかる人は年々増え、障害年金
の申請件数も増加しています。しかし、その一方で、申請方法や申請のコ
ツを知らないと、障害等級３級に認定されるべき方が不支給になってし
まう、どう考えても障害等級２級に認定されるべき方が３級になってしま
う、というケースがあることも実情です。
年金の専門家たる社会保険労務士だからこそ出来ること、それは、一人で
も多くの方が、正当な障害認定を得られるように適切なアドバイスをする
こと――田中先生は、こう考え、日々業務を行っていらっしゃいます。

障害年金

高崎経済大学卒業後、協栄生命保険株式会
社に内勤総合職として入社。主に医務査定部
門(医学的知識に基づいて死亡保険金・入院
給付金・障害給付金の支払いの可否を判定す
るセクション)に従事。最終ポストは東京本社 
事務管理本部医務課長。

23年間勤務した同社を退職し、社会保険労務士資格を取得。その後、札幌市にて
『セントラル労務行政総合事務所』を設立。長年培った医学的専門知識と豊富な実
務経験を活かすべく、障害年金の相談・コンサルティングに着手し、成果をあげて
いる。
また、多くの障害年金セミナ－の講師を務めるなど、全国にも数少ない『障害年金』
を専門とした新進気鋭の社会保険労務士。
ＤＶＤ「いざというときに役立つ障害年金の実務知識」「障害年金のスペシャリストに
なるための【障害年金最速マスターセット】」や小冊子「障害年金がもらえない３つ
の理由」「障害年金請求の舞台裏で今、何が起きているのか」など多数出版している。
セントラル労務行政総合事務所ＨＰ：http://www.central-sr.jp/

田中　東洋治
たなか　　　　　とよはる

社会保険労務士
年金アドバイザ－

活躍できるフィ
ールド

その1

サービス残業、外国人アルバイトの採用…
飲食業では多くの問題が起こっています
社労士試験を受験する際にはじめに学習する科目――労働基準法。労
働時間や年次有給休暇、賃金、就業規則の作成義務…労働基準法では、
職場における様々な規律について学習します。これらの知識をフルに活
用するものが、社会保険労務士のメイン業務ともいえる“企業の労務管
理”です。実務においては、学習した知識にさらに「経験」という付加価
値をプラスしてお客様の相談に応じます。

織田先生は、数ある業種の中でも特に「飲食業」に特化して労務管理を
行っていらっしゃいます。飲食業では、パート従業員やアルバイトの方な
ど、様々な雇用形態があります。それに応じて雇用契約も様々、会社の
規律をきちんと理解してもらうだけでも一苦労です。そのほかにも、数え
切れないほど、様々な労務問題が起こっているのです。

その飲食業において、織田先生はご自身の経験を生かし、労務問題を防
ぐための助言・指導やコンサルティング、就業規則作成や人事制度の構
築等、幅広くこなされています。労務リスクが多いこの時代、社会保険労
務士に期待されることはたくさんあります。

飲食業における労務管理

税理士事務所、企業人事部、アウトソーシング
会社を経て独立、織田経営・労務管理事務所
（社会保険労務士事務所）を立ち上げる。
2007年、給与計算の専門会社である株式会社
日本給与を設立、2008年、社会保険労務士法

人日本人事を設立する。
社員の入退社が多く複雑な給与体系の飲食業を中心に、飲食の現場を知る社会保
険労務士として、各種申請手続き、労務相談、外国人雇用問題、就業規則作成、人
事制度構築等幅広くこなす。現在は、クレド作成コンサルティングや社員のモチベー
ションアップの施策に力を入れている。
また、正確迅速な給与計算を得意とするエキスパートであり、6,000名規模の給与
計算の実績がある。現在は20年の経験と知識をもとに、独自の給与計算システム
の開発を進めている。
DVD「飲食・小売の労務管理のツボ」を発売するほか、「飲食業における労務管理」、
「残業代を減らす３つの方法」、「経営力徹底向上セミナー」など、セミナー講師とし
ても活躍している。
社会保険労務士法人日本人事ＨＰ：http://sr-jhr.com/ 

織田　純代
お　だ　　　　 すみよ

社会保険労務士法人日本人事代表社員
社会保険労務士
RBS認定エグゼクティブコーチ

活躍できるフィ
ールド

その2

職場環境を快適にするために
社会保険労務士ができること
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント…よく聞く言葉ですが、具
体的に、どういった行為が該当するのでしょうか。一番の問題はセクハラ、
パワハラをしている本人が、「セクハラ、パワハラ」をしているということを
認識していないこと、そして、「この環境はよくない」と言い出せない職場
であることなのです。

職場のハラスメントをなくし、快適な職場環境を作りたい――福田先生
は、ハラスメント研修を多数行なっていらっしゃいます。ハラスメントは、
「これはダメですよ」と企業の経営者や管理職の方に言ったところで、すぐ
に解決するわけではありません。どういえば伝えることが出来るのか、こ
れが社労士の腕の見せどころです。企業のコンプライアンス委員会などの
顧問を務められるなど経験豊富な福田先生の研修は、定評があります。

2008年７月、パワハラが原因で企業側に3,100万円の支払を命じる判決
が下りました。さらに、パワハラが労災の認定事由になるなど、今後さら
に注目が集まることは必至です。労務管理のプロとして、社会保険労務
士が活躍できるフィールドはたくさんあります。

（セクハラ・パワハラ）
ハラスメント研修

福田　和子
ふくだ　　　　　かずこ

社会保険労務士福田事務所所長
社会保険労務士
キャリアデベロップメントアドバイザー
産業カウンセラー

活躍できるフィ
ールド

その3

労働者が安心して働くために

労災保険は、労働者が、日々安心して働き続けるために必要不可欠な保
険制度です。なぜなら、業務中、通勤中において、労働者の身に災害が振
りかかり働けなくなってしまったなどの場合でも絶対的な保障をしてくれ
る制度だからです。 

この労働者の保護、遺族の援護という労災保険の特色と趣旨を損なうこ
との無いよう、会社は、労災の手続き方法や手順、判断基準などを把握し
ておかなければなりません。

しかし、労災は突然発生します。そんな時、何より大切なことはすぐに対
応できることです。さらに、労災は認定されなければ支給されません。
認定されるためには「コツ」があるのです。

労働者が安心して働ける環境を作りたい――村松先生は、これまでの豊
富な経験を生かし、労災認定を受けられるようにスピーディーに手続きを
する、「労災手続き」のプロフェッショナルとしてご活躍されています。

労災手続き

1974年生まれ、富山大学経済学部卒、明治大
学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期
課程。大学卒業後、出版社と社会保険労務士
事務所２社の勤務を経て現在、クリフィックス
税理士法人において、クライアントの人事・労
務相談や就業規則等諸規程の作成、人事制

度・賃金制度構築、ESマネジメントなど企業の活性化と従業員満足の向上の実現
をモットーにしたサービスを提供中。
DVD「労災手続き完全マニュアル」、「これで解決！モメゼロ規則の作り方」を発売するほか、
WEBサービス「SOS総務 労災相談室（http://www.sos-soumu.com/soumu/rousai/）」、
書籍「ど素人がとりもどす年金の本」の執筆、「月刊総務」に連載するなど、多方面
で活躍している。

クリフィックス税理士法人　HP：http://www.clifix.or.jp

村松　鋭士
むらまつ　　　   さとし

社会保険労務士
ＡＦＰ

活躍できるフィ
ールド

その4

民間企業で経理、人事労務の業務に従事した
後、平成10年に社会保険労務士事務所開設。
公的機関での労働法セミナー、銀行における
年金相談会のほか、ハラスメント問題の防止を

はじめとする職場のリスク管理、メンタルヘルス支援についての研修を専門とする。
現在、企業のコンプライアンス委員会、セクシュアルハラスメント防止委員会の顧
問として、事業所の担当者と協力して問題の解決にあたるほか、外部相談窓口とし
て多くの働く人の相談を受け、働きやすい職場環境の推進をはかっている。

福田事務所ＨＰ：http://fukudaoffice.jp/
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社労士を目指そうとしたきっかけ

 　大学卒業後、社労士の業務とは全く関係の無

い「建設業」の営業マンとして働いていましたが、

大学時代の親友が起業したり、税理士になったこ

とに刺激をうけ、自己研鑽として、資格の勉強をし

ようと考えました。

　人事・総務とは全く無関係な生活で、社会保険

労務士の資格すら知らない状況でしたが、親友が

税理士なら、それ以外の資格で勉強したら合格で

きそうなところで、社会保険労務士の勉強を始め

たのがきっかけでした。

合格までの経緯、仕事と勉強の両立

　合格までには3年かかってしまったのですが、

会社での残業と予備校へ通う時間との調整が難

しく、「スキマ時間」の活用を考えて勉強をしてい

ました。通勤途中だけでなく、私の場合は、営業

でしたので営業車の中では、テープなども活用し

ていました。また、予備校の枠にとらわれず実施

されている勉強会などにも積極的に参加し、情報

交換をするとともに、同じ受験生との間でネット

ワークを作り、苦しい時期を共有できたことが、合

格への大きな支えになっていたと思います。

 現在の仕事について

　現在は、開業社労士として事務所を運営してい

ます。元々合格後は開業することを考えていまし

たので、事務指定講習終了後にすぐに開業届を

提出しました。

　いま、開業社労士として６年目になり、就業規

則作成、労働トラブルの相談・解決、給与計算、社

会保険の手続き、顧問先からのご相談、セミナー

などと扱う内容も幅広く勉強の毎日です。

　会社員時代では、経験できなかったような経営

者・クライアントとの出会いはとても刺激が多く、

常に意思決定（意見）を求められる事は、すごい

緊張感との戦いです。また法律をご存じのない

方への情報提供などで、いかに難しい言葉をわか

りやすく伝えるか、スムーズなやり取りが出来るの

かは苦労して勉強した法律の解釈が役立ってい

る気がします。

社会保険労務士の将来性・活躍の場
 

　社労士法で勉強した、１・２号業務と言われる

手続き業務がメイン業務と言えますが、それだけ

でなく３号業務と呼ばれるコンサルティング業務

も最近増えてきています。３号業務といっても、

最近の労使トラブルの増加から様々な相談業務

を行うことになります。「退職」にまつわるトラブ

ル・「労働条件の変更」にまつわるトラブルなどな

ど、経済状況・世相を反映した内容も増え、『人』

のプロとしての社労士のニーズは益々高まってい

ることを、現場では肌で感じることができます。

　また少子高齢化に見られる、働く女性からの育

児・職場復帰に関する質問、年金に関わる問題・

相談も減ることはありません。社会保険労務士の

勉強内容は、開業して活かされるだけでなく、総

務や人事部門で働く勤務社労士にとって必要不

可欠な知識で、その道のスペシャリストとして、

キャリアアップを図り、社内で確固として地位を築

くことも十分に可能です。

　社会保険労務士の業務は、専門的な知識はも

ちろん、勉強していたときの法律に基づいた実務

上の処理、労働基準法・労働契約法に関する就業

規則の作成など、法改正が行われるたびに、対応

が求められるものとして、今後も活躍の場を広げ

ていける資格だと考えています。

これから社会保険労務士を目指す皆様へ

「社会保険労務士を目指したきっかけは何です

か？」と、受験生の皆さんにはお声掛けします。合

格を目標に勉強を始めたら、必ず途中で投げ出

さず、最後まであきらめないことが合格への一番

の近道だと思います。くじけそうになった時は、

最初に志した時の気持ちを思い出して、一つ一つ

の努力を積み重ねていってください。

　社労士の資格がなければ、私は独立して開業

することはなかったと思います。さまざまな人か

ら頼られ、相談される立場となり、とてもやりがい

のある仕事です。次は、受験生ではなく、皆さん

と同じ“社労士”としての土俵で、一緒に仕事が出

来る日を楽しみにしています。

実務家インタビュー

浅野 貴之 〈アライツ社労士事務所　所長〉
社会保険労務士

社労士との出会い

　短大卒業後、信用金庫で10年間働きました。

窓口や後方事務を担当していましたが、5年目く

らいから、「年金レディ」という肩書きで仕事をす

るようになりました。

　専任ではなく、月に数日なのですが、50歳台の

お客様を訪ね、「年金をもらえるようになったら、

その受け取りを是非、うちの信用金庫で」と言って

営業したり、相談をうけたりする仕事です。実際

60歳や65歳になったときには、年金請求の手続

代行までしていました。ただ、前任者から簡単な

引継ぎしか受けていず、年金の知識など、まったく

ないに等しかったので、うまく行かないことも多

く、もっと勉強しないといけないと思っていました。

　そんなとき、「あなたのやっていることは、社労

士の職域を侵している」と言われたことがあり、年

金の専門は、社労士なのだ、と思ったというのが、

「社労士」との出会いです。

合格までの経緯、仕事と勉強の両立

　2回目の受験で合格しました。金融機関は、業

務に関連する色々な試験があるのですが、数週間

の勉強で準備できるものも多く、1回目はその延

長のような感覚で受けてしまったため、落ちてし

まいました。そこで、もっと本腰を入れて勉強し

ないと受からないものなのだと認識を改め、翌年

は頑張りました。

　2回とも信用金庫で働きながらの受験でした

が、毎朝、4時から6時の2時間勉強すると決めて、

それを守っていました。週末は1日予備校に通い

ましたが、平日の勉強は朝の2時間だけで、夜は

時間があっても勉強はせず、それまでどおり、夕食

を食べ、ビールを飲み、という生活パターンでし

た。早く寝ることだけは意識していましたが。

合格後～現在まで

　せっかく社労士の資格を取ったのに、信金の支

店での「年金レディ」の仕事はなくなってしまいま

した。しかも、勤めていた信金自体の吸収合併の

話もあり、10年も勤めていたので、迷いはありま

したが、資格を活かすために信金をやめることを

決意しました。

　信金をやめるとき、背中を押してくれたのは、プ

ロゼミ（北村庄吾の主催する社労士実務セミ

ナー）の存在です。プロゼミに通い、開業してやっ

ていこうという仲間に刺激を受け、実務経験をど

こかで積み、いずれは開業しようという気持ちに

なっていました。

　そこで、信金をやめたあとは、知り合いの紹介

で、税理士法人に入りました。そこの所長は社労

士の登録もしていたので、社労士業務も行ってい

たのですが、専門でやっている人がいなかったの

でちょうどいいということで、雇ってもらいました。

　そこでは社会保険手続や就業規則、人事制度

導入など、色々な経験をさせてもらいましたが、会

計の仕事も増えていき、毎月法人決算処理をこな

しながらだったので次第に夜遅くまで帰れず、土

日も休めないような生活になってしまいました。

　もっと社労士業務に専念したいと思っていたと

き、プロゼミで知り合った北村からブレインで働か

ないかと誘われ、意を決して転職し、今に至ります。

現在の仕事とやりがいを感じるとき

　今は、メインでは給与計算、社会保険手続をし

ています。ただ、新しい会社の立ち上げのときに

は給与を決めるところからお手伝いしたり、年金事

務所や労働基準監督署の調査があれば、地方の

会社まで出張したり、「キャリア形成促進助成金」

を中心に助成金の申請代行をしたり、色々な業務

を行っています。去年からは、給与計算や年末調

整、年度更新の仕方のセミナー講師もしています。

　この仕事をしていて良かったなと思うときは、

たとえば、新しいお客さんのところに行ったとき

に「今まではこういうことを相談できる人がいな

かったから、良かった」と言ってもらえたときや、

セミナーの講師をして、「いままで断片的にしか分

かっていなかったことが、しっかり理解できて、

すっきりした」と喜んでもらえたときなどです。

これから社会保険労務士を目指す皆様へ

　社労士試験で勉強することは、生きるうえでの

基礎になっている知識ばかりです。たとえ社労士

として仕事をしなくても、学んだことは、自分の生

活に一生役に立ちます。

　私は色々な会社の給与計算を行っているので、

以前は社内でしていた給与計算を引き継ぐ機会

が多くあるのですが、ほとんどの会社がなにかし

ら間違った計算をしています。でも、普通の人は、

残業代の計算方法や社会保険料の控除などにつ

いて、よく分かっていませんから、給与明細をも

らっても疑問に思うこともありません。社労士の

勉強を極めれば、給与明細の間違いも見つけるこ

とができます。ほとんどの会社が間違っていると

いうことは、正しい給与計算ができるということ

を、企業に対してアピールすることもできます。

　試験勉強は暗記が多く、嫌になることもあると

思いますが、その知識が具体的にどう生きるかを

考えて、是非前向きに勉強してもらえたらと思い

ます。頑張ってください。

実務家インタビュー

羽田 操 〈株式会社ブレインコンサルティングオフィス〉
社会保険労務士

京都出身。建設業の営業管理職を経て、人事総務

の経験の無いまま一念発起して独立開業。現在顧

問業務を中心に、「現場目線」の労務管理を大切に

した社労士業務を展開し、各種労働問題の相談や

解決、セミナー講師を行っている。平成20年に愛知

県で初となる社会保険労務士だけのLLPとして、人

事労務の専門家チーム「チーム・アライツ」を設立。

Profi le
金融機関に10年間勤務し、年金手続き・相談業

務等を担当。税理士法人勤務を経て、現在、株式

会社ブレインコンサルティングオフィスにて、社

会保険、給与計算などの実務を中心に活躍。顧

問先企業への給与計算の導入やオペレーション

指導には定評がある。また、人事労務相談も多

数行っている。

Profi le
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